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            こちらは、滋賀県 食品安全監視センターです。 
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（１）マリントキシンについて 

 

   突然ですが、「イシナギ」という名前の魚をご存知ですか？ 

   つい最近の話ですが、岐阜県高山市でこの魚の肝臓を食べたご夫婦が、頭痛や発熱の症状を訴え、 

  岐阜県がイシナギの肝臓を食べたことによる食中毒と断定したとのニュースが報道されました。こ 

  のイシナギの肝臓を販売したスーパーの担当者は「販売が禁止されているとは知らなかった」と話 

  しているということです。 

 

   食中毒事例の多くは細菌に起因していることから、食中毒といえば、細菌による中毒という概念 

  が強い傾向にあります。しかし、自然毒（動物性、植物性、カビ）やアレルギー物質によるもの、 

  また、化学物質による場合の食中毒も毎年発生しています。 

   このうち、動物性自然毒の原因とされるのは、そのほとんどが魚介類を原因とするものとされ、 

  上記の事例もそのひとつということになります。 

   今回は、この魚介類を原因とする自然毒による食中毒を紹介します。 

 

   魚介類による自然毒を総称してマリントキシンといいます。特徴としては、毒性が強いものが多 

  く、致死性が高いことです。また、毒性には個体差のほかに地域差や時期による差が大きくこれま 

  では問題のなかった生物が何らかの原因で突然毒化することもあるといわれています。 

 

  次に代表例を紹介します。 

 

  ○フグ毒（テトロドトキシン） 

    中毒症状：唇、舌のしびれ、嘔吐、全身麻痺、血圧低下、呼吸困難 

    毒化生物：フグ（中毒事例はトラフグ、ショウサイフグ、ヒガンフグの順）  

    備  考：肝臓、卵巣、皮、腸に毒が蓄積する。毎年死亡者が出ている。 

   

  ○麻痺性貝毒（ゴニオトキシン、サキシトキシン） 

    中毒症状：フグ毒と同様 

    毒化生物：ムラサキイガイ、ホタテガイ、カキ、ヒオウギ  

    備  考：12 月から 7月にかけて主に毒化する。フグ毒同様猛毒。 



   

  ○下痢性貝毒（ディノフィシストキシン、オカダ酸） 

    中毒症状：下痢、嘔吐、腹痛 

    毒化生物：ムラサキイガイ、ホタテガイ  

    備  考：毒化は春、夏期が中心。地域によって秋、冬季も毒化。死亡例はない。 

   

  ○シガテラ毒（シガトキシン、マイトトキシン、スカリトキシン） 

    中毒症状：温度感覚逆転（ドライアイスセンセーション）、下痢、嘔吐、関節痛、倦怠感 

    毒化生物：ドクウツボ、バラハタ、バラフエダイ、オニカマス、ドクヒラアジ、 

         サザナミハギ、イシガキダイ  

    備  考：熱帯、亜熱帯地方の珊瑚礁周辺に生息する肉食魚が毒化。死亡例はないが、 

         世界最大規模（毎年２～６万人が罹患）の魚介類中毒といわれる。 

   

  ○アオブダイ毒（パリトキシン様毒） 

    中毒症状：筋肉痛、関節痛、ミオグロビン尿症 

    毒化生物：アオブダイ、ヒロハオギガニ、イワスナギンチャク  

    備  考：猛毒で、回復には数日から数週間を要し、重篤な場合は死亡する。 

 

  ○テトラミン（テトラミン） 

    中毒症状：頭痛、めまい、船酔感 

    毒化生物：ヒメエゾボラ、エゾボラモドキ  

    備  考：約 30 分で発症し、2-3 時間で回復、死亡例はない。 

 

  ○イシナギ（ビタミン A過剰症） 

    中毒症状：頭痛、嘔吐、発熱、顔面表皮剥離 

    毒化生物：イシナギ、アブラザメ、マグロ類  

    備  考：イシナギの肝臓は食用禁止措置（厚労省） 

 

   なかでもフグ毒は有名で一般に広く知られていますが、それでも毎年２０～４０件の事例が 

  報告され死亡事例も少なくありません。 

   また、採取地域では常識的に有毒と知られていても、冒頭で紹介したように、岐阜県や滋賀 

  県のような内陸県では知られていないため事故になるケースもあるといわれています。 

    

   マリントキシンによる食中毒を防止するためには、毒キノコ対策同様に、食用と確実に判断 

  できない魚介類は、 

          『採らない』『食べない』『売らない』『人にあげない』 

                                    で注意しましょう！ 
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（２）「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示について 

 

 

    『「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等表示に関する指針』というものがあるのを 

  ご存知でしょうか。 

    

   「いわゆる健康食品」とは、健康に関する効果や食品の機能等を表示して販売されている食品 

  で、保健機能食品以外のものを指しますが、この「いわゆる健康食品」の過剰摂取による健康被 

  害を防止する目的で、一日あたりの摂取目安量や摂取するうえでの注意事項、また、バランスの 

  とれた食生活の普及啓発を図る文言を記載するなどの適切な表示方法を定めて、平成 17 年２月に 

  厚生労働省が指針として示されました。 

   この指針について、最近起きた下記の事例を受け、消費者庁から改めてその周知について通知 

  が出されましたので、取扱いのある場合は、ご注意ください。 

   

  ・・詳細については、消費者庁ホームページの食品表示に関するお知らせをご覧ください・・ 

     → http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-1 

  

    

  ≪事例：キャンドルブッシュを含む健康茶 

      －下剤成分（センノシド）を含むため過剰摂取に注意－ 

                        独立行政法人国民生活センター公表≫     

 

   「おなかがスッキリするという植物を含む茶葉を購入し飲んでいたところ効果があり過ぎる」 

  という健康茶に関する相談が国民生活センターに寄せられたため、原材料表示を確認したところ、 

  医薬品として使用されるセンナの同属植物であり、センナと同様に下剤の作用があるセンノシド 

  という成分が含まれているとの報告があるキャンドルブッシュ(別名：ゴールデンキャンドル、 



  ハネセンナ、学名：Cassia alata（カッシア・アラタ）)が使用されており、下剤としての生理 

  作用を及ぼす可能性のある量のセンノシドが含まれていた。 

   そこで、市販のキャンドルブッシュを使用した健康茶 15 銘柄を対象に、これらを利用すること 

  によって、どれくらいセンノシドを摂取する可能性があるのか、十分な注意表示はあるのか等を 

  調べたところ、一部の製品には一日当たりの摂取目安量や摂取する上での注意事項等が適切に表 

  示されていないものがあった。 

 

  ・・詳細については、独立行政法人国民生活センターホームページの新着情報をご覧ください・・ 

     → http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20140123_1.html 
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（３）ノロウイルスによる食中毒の発生予防について 

    

   浜松市において学校給食の食パンを原因食品とするノロウイルス食中毒が発生し、複数の学校 

  で学校閉鎖等が行われることになった事態を受け、改めて、厚生労働省医薬食品局食品安全部監 

  視安全課長名で、下記の通知がだされました。 

   当該通知には、浜松市からの調査指導事項等の情報提供と、発生防止に向けての徹底事項が掲 

  載されています。 

   ノロウイルス対策については、貴施設においても発生防止に取り組んでいることと思いますが、 

  本通知を参考にされ、全従業員に更なる周知が図られますようお願いします。 

 

   厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知 

   「ノロウイルスによる食中毒の発生予防について」 

     平成２６年１月２７日付け食安監発０１２７第１号 

           （http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/files/140127_1.pdf） 

     平成２６年２月２４日付け食安監発０２２４第２号 

           （http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/files/140224_1.pdf） 
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（４）ぷちリスバックナンバーから   [微生物制御と温度管理についてⅡ] 

 

  ～シリーズ② 加熱殺菌温度の設定について～ 

   

   加熱殺菌は食品微生物を制御する最も重要な手段であり、通常、加熱温度と加熱時間によって 

  規定されます。微生物を制御するといった目的の上では、高温で長時間加熱することが望ましい 

  のですが、過度の加熱は食品の品質（色・味・食感など）の劣化を招くため、加熱温度はなるべ 

  く低く、時間は短いほうが望ましいということになります。そのため、加熱条件の設定にあたっ 

  ては、そのジレンマをいかに解決させるかが問題になります。 

 

   たとえば、最も耐熱性が高い病原細菌であるボツリヌス菌（Ａ，Ｂ型）の場合、芽胞を死滅さ 

  せるための加熱殺菌条件は、「中心部の温度を１２０℃で４分間の加熱」であることから、すべ 

  ての食品をこの条件で加熱殺菌できれば、微生物による食品汚染の問題を解決できることになり 

  ます。しかし、現実には、すべての食品をこの温度帯で殺菌することは不可能です。 

   ボツリヌス菌（Ａ,Ｂ型）は、酸素の存在下では増殖できず、また、ｐＨ4.6 以下、水分活性 

  0.92 以下、塩分濃度１０％以上、１０度以下の温度といった条件でも増殖できません。 

   そのため、この条件に食品を調節したり、低温保管を組み合わせたりすることでボツリヌス菌 

  （Ａ，Ｂ型）を制御します。 

 

   また、水分含量、成分、ｐＨなど対象とする食品の状態によっても、加熱殺菌の効果は異なっ 

  てきます。加熱殺菌は微生物制御の上で有効な手段でありますが、それぞれの食品や微生物の種 

  類に応じた殺菌温度・時間を検討することが重要です。 

 

 

  ○一般的な微生物殺菌に用いられている加熱方式と殺菌温度は次のとおりです。 

 

    加熱方式      殺菌温度（℃）   対象微生物       代表的な食品  

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   熱水・蒸気殺菌     100 以下    細菌・カビ・酵母   そうざい・ハム・ソーセージ  

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   乾熱殺菌        100～140   細菌・カビ・酵母       かまぼこ  

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   レトルト殺菌      100～135  細菌芽胞・カビ・酵母  パウチ詰レトルト食品 

                                    魚肉ソーセージ  

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 



   高温短時間殺菌（HTST） 100～120  細菌芽胞・カビ・酵母     果汁・牛乳  

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

   超高温瞬間殺菌（UHT） 135～150  細菌芽胞・カビ・酵母  牛乳・豆乳・ケチャップ  

   －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 

   ところで、「中心部の温度を７５℃で１分間の加熱」は、Ｏ－１５７の   ⊂⊃  

  加熱殺菌条件ですが、こんな覚え方をご存じでしょうか。Ｏ－１５７の名  ⊂⊃ ⊂⊃ 

  前を利用する方法なのですが、Ｏ－１５７を逆から読むと７５１－Ｏにな    ⊂⊃⊂⊃  

  ります。それを利用して７５度、１分間の加熱で菌は０になると覚えます。   O-157 

 

   みなさん、参考になりましたでしょうか？ 

   次回は、「加熱殺菌理論について」の掲載を予定しています。      
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  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

   〒５２０－０８３４  

     滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

      ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８  

      ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３    

      Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

       http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/00top.html  

     

   ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

      「晴嵐」交差点の角（ちなみに周辺は近江八景の一つ「粟津の晴嵐」です。） 

    

           

 ◆───―――――――――－- -  -通信編集担当より-  - - -－―――――――――───◆ 

                

                               暖かい日と寒い日がせめぎ合い、まさしく三寒四温の季節です。 

             ()              この季節が来ると、年度末ということで、なにかと忙しない気にな 

             ｗ ()           り落ち着かないのは私だけでしょうか？ 

          () ｗ ｗ       年度の〆、新年度の準備。いろんな意味でけじめをつけて、新年 

          ｗ ｗ ｗ           度を迎えたいと思います。      

     """""""""""""""""""          

         『つくし』      ぷちリスは、今年度の最終号ということになりますが、来年度も 

               引き続きご愛読いいただきますよう、よおろしくお願いいたします。 

   

      みなさまからのご意見・ご感想を下記アドレスまでお寄せください。 

     （皆様の送付先のアドレスが変更になった場合等もお知らせください） 

                  

              Email：shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

      また、食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページ  

      の「食の安全情報」にアクセスしてください。 

                   ↓  ↓  ↓  

           http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/shoku/index.html 

 

 

       なお、『ぷちリス』バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載中です！ 

                        ↓  ↓  ↓ 

        http://www.pref.shiga.lg.jp/e/shoku/01anzen/center/301putirisu-index.html 
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